
 

 

新治地方広域事務組合に関する協定等について 

 

１ 新治地方広域事務組合の共同処理する事務 

  ・ごみ処理施設の設置及び管理に関すること。 

  ・ごみ処理に関すること。 

  ・老人福祉センター施設の設置及び管理に関すること。 

 

２ 新治地方広域事務組合の経緯 

   昭和４９年 ６月 新治地方広域事務組合（昭和５２年改称）を設立 

   平成 ７年 ４月 環境クリーンセンター（現施設）稼動開始 

   平成２１年１２月 組合事務事業に関する協定書の締結  

            （協定書の協定期間 平成３１年度まで） 

 

３ ２０２０年度（平成３２年度）以降の予定 
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新治地方広域 

事務組合 

土浦市 

かすみがうら市 
石岡市（旧八郷町） 

茨城美野里環境組合 

小美玉市（旧美野里町） 
茨城町 

霞台厚生施設組合 

石岡市（旧石岡市） 
小美玉市（旧小川町・
玉里村） 

土浦市 

清掃センター 

霞台厚生施設組合 

石岡市 
小美玉市 
かすみがうら市 
茨城町 

平成３１年度末の協
定終了に伴い、組合
を離脱予定 

2019年度（平成 31年度）まで 2020年度（平成 32年度） 

平成３２年度末まで
に新ごみ処理施設を
建設予定 

新治地方広域 

事務組合 

かすみがうら市 
石岡市（旧八郷町） 

茨城美野里環境組合 

小美玉市（旧美野里町） 
茨城町 

霞台厚生施設組合 

石岡市（旧石岡市） 
小美玉市（旧小川町・
玉里村） 

2021年度（平成 33年度）

以降の予定 








